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　最近、ごみステーションを管理している町内会からの相談で、分別
されていないごみがレジ袋に入れられてごみステーションに排出され
る事案が発生しており、非常に困っております。
　ごみステーションは各町内会で管理しており、その対応は大きな負
担となっています。ごみは必ず指定のごみ袋に分別し、お住まいごと
に決められたごみステーションへ、ルールを守って出してください。
　指定ごみ袋以外でのごみ出しは不法投棄とみなされる場合がありま
すので、絶対におやめください。
　また、外国人技能実習生の居住者が増えており、分別違反が増えて
いるとの相談も受けています。雇用主の皆さまは責任を持って、技能
実習生に対してごみの分別方法や出し方をきちんと指導してください
ますようお願いいたします。

　 
　新年を迎え、帰省されている家族も多くいらっしゃることと思います。
　寒さも一段と厳しくなり、鍋料理等の水分の多い食べ物が多くなってきます。
台所から出る生ごみは、十分水切りをして減量化・排出抑制にご協力をお願いします

　

　高齢者（７０歳以上）世帯等の粗大ごみの有料戸別収集は、次のとおりです。
▶対象者／７０歳以上の高齢者のみの世帯
▶収集日／８日（木）・１５日（木）・３0日（金）
▶収集個数／１回につき５個まで【粗大ごみのみ】
▶収集方法／ご自宅の玄関前まで出してください。《原則》
　　　　　　なお、家具等の解体作業は、いたしませんのでご了承ください。
▶処理手数料／粗大ごみ１個につき、粗大ごみ処理券２枚（400円）
▶申込み方法／役場環境課リサイクルプラザ☎⑧３３２０へ電話で申込み。

　生ごみは、しっかり水切りをして出しましょう！

　令和８年１月　粗大ごみ戸別収集は、８日、15日、30日です

　ごみは分別して町指定のごみ袋で排出を！

　

レジ袋に入れられて出されたごみ
※燃やせるごみ、ペットボトル、
空き缶などが混在している


